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第 1 火山ガイ ドに基づく設計対応不可能な火山事象の評価手法

第 2 火山ガイ ドに従った審査を行 うと川内原発は立地不適となる

∠

1 上述のように火 山ガイ ドに従 えば設計対応不可能な火 山事象到達可能性の評

価においては、まず、検討対象火 山の調査結果か ら、原子力発電所の運用期間中に

発生す る噴火規模 を推定す ることとなる。 。5

2 姶良カルデ ラにおける過去の巨大噴火の火砕流は川内原発が立地 している場

所に到達 していること  ……………………………………………………………………………・6

第 3 九州電力が主張す る設計対応が不可能な火 山事象が原子力発電所運用期間中

に影響 を及ばす可能性が十分小 さい といえる根拠は学者 によ り否定 されていること

第 4 「原子力発電所の火 山影響評価ガイ ドにおける『 設計対応不可能な火 山事象

の評価』に関する基本的な考え方」に対する批判

1 「設計対応不可能な火 山事象の評価」に関す る基本的な考え方の概要  …8

2 低頻度事象 を想定す ることは原子力規制の基本である  ………………………9

8 現在の火 山学では 「巨大噴火の可能性が十分小 さい」 とい う判断は不可能

12

4 VE16ク ラスの噴火の リスクも容認 し得 るとい う暴論

5 「基本的考え方」を正す ことを求める  ……………・…山

・15

…16

第 1 火 山ガイ ドに基づ く設計対応不可能な火 山事象の評価手法

火 山ガイ ドにおいては、原子力発電所に影響 を及ぼす火 山影響評価 を行わな

ければな らない。評価 については立地評価 と影響評価の 2つ に分かれてお り、

本準備書面では立地評価 について主張を行 う。
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(約 1

前起)に活動が
つた

l畳 160Kmの範囲)に

第四紀 (約258万 年
原子力発電所運用期間中に

応不可能な火

を及ぼす可
小さし

立地不適

⑥火山活動のモニタリング及び

火山活動の兆候を把握した

場合の対処方針を策定*

下記影響評価の (1)を実施 下記影響評価の(1)及び(2)を実施

図 1:立地評価に関す るフローチャー ト

立地評価 においては、まず、原子力発電所に影響 を及ば し得 る火 山を抽 出 し

た後、抽 出された火 山の火 山活動に関す る個別評価 を行 う。

川内原子力発電所においては、原子力発電所に影響 を及ぼ し得 る火 山として

阿蘇カルデ ラ、加久藤小林カルデ ラ、姶良カルデ ラ、阿多カルデ ラ、鬼界カル

デ ラの 5火 山が抽 出されてい る。

ここまでのガイ ドの定め及び適合性審査については特に原告の方で問題 を指

摘 しているものではない。

抽 出 された火 山の火 山活動 に関す る個別評価 にあたつては、まず、検討対象

火 山の将来活動性 を評価 し、当該原子力発電所の運用期間中における活動可能

性が十分小 さいか否かを検討す る (原子力発電所の運用期間における火 山活動

可能性の評価 )。

阿蘇カルデ ラ、加久藤小林カルデ ラ、姶良カルデ ラ、阿多カルデ ラ、鬼界カ

ルデラは、現在 も活動 している火 山であるので、活動可能性が十分小 さい とは
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いえないことは明 らかであ り、被告 らも特に異論はない と思われ る。

活動可能性が十分小 さい とはいえない と判断 された場合、設計対応不可能な

火 山事象の到達可能性の評価 を行 うこととなる (設計対応不可能な火 山事象到

達可能性 の評価 )。

評価手法 としては、まず、検討紺象火 山の調査結果か ら、原子力発電所の運

用期間中に発生す る噴火規模 を推定す この推 定が出来た場合 は、類似 の火

山における設計姑応不可能な火山事象の影響範囲を参考に判断する。 (図 2:

1)

調査結果から原子力発電所の運用期間中
判

に発生する噴火の規模を推定でき

ない場合は、検討対象火山の過去最大の噴火規模 とする。この場合は、当該火

山にお け る設 計姑応 不可能 な火 山事象 の痕跡 等 か ら影 響範 囲 を判 断す る。 (図

2:2-1)

過去最大の噴火規模が推定できない場合は、設計姑応不可能な火 山事象の国

内既往最大到達距離を影響範囲とする。 (図 2:2-2)

つま りは、噴火の規模 を定め、その噴火 によ り火砕流など設計対応が不可能

な火 山事象が到達す る範囲においては立地不適 とす るとい う評価手法なのであ

る。

なお、この評価手順は、平成 30年 2月 28日 付被告国準備書面 63頁か ら

74頁 において国が主張 している手法である。図 2も被告国が示 しているもの

と同様のものである。

*1原子力発電所の運用期間中とは、原子力発電所内に核燃料 (使用済み含む)が存在 している

期間のことであ り、原子力発電所の稼働期間ではない。 この点を誤解 している判決もあるので

注意が必要である。
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図 2 設計対応不可能な火 山事象の到達可能性の評価のフロー

発生す る噴火 の規模 の推定 影響範 囲の検討

類似の火山における

設計対応不可能 な火 山事象の

影響範囲を参考に判断

第 2 火 山ガイ ドに従った審査を行 うと川内原発は立地不適 となる

1 上述のよ うに火 山ガイ ドに従 えば設計対応不可能な火 山事象到達可能性の評

価 においては、まず、検討対象火 山の調査結果か ら、原子力発電所の運用期間

中に発生す る噴火規模 を推定す ることとなる。

しか しなが ら、国も認 めるよ うに、現在の科学 レベルでは、噴火の時期及び

規模 を的確 に推定す ることは出来ない (平成 30年 8月 31日 付被告国準備書

面 8頁参照 )。 また、藤井敏嗣東京大学名誉教授 も「現時点では (巨大噴火が )

1 推定で きる場合

推定できる噴火規模 を認定対象 とする

過去最大の噴火規模が推定できる場合

2-1
当該火山における

設計対応不可能な火 山事象の

痕跡等か ら影響範囲を判断

2-2

過去最大の噴火規模が推定できない場合

設計対応不可能な火山事象の

国内既往最大到達距離を

影響範囲 とする

2 推定できない場合

→過去最大の噴火規模を認定対象 とする
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運用期間中に発生す るとか、 しない とかの判定そのものが不可能です」 と述べ

ている (甲 B229)。

したがつて、影響範囲の検討は、当該火 山の過去最大 レベルの噴火規模 を設

定対象 とす るか、設計対応不可能な火 山事象の国内既往最大到達距離 を設定対

象 とす る他ない。

2 姶良カルデ ラにおける過去の巨大噴火の火砕流は川内原発が立地 している場

所に到達 していること

甲 B230号 証は、約 2万 4500万 年前に姶良カルデ ラを噴出原 として

発生 した火砕流 (入戸火砕流)の分布 についての論説である。

これによれば、「入戸火砕流は、姶良カルデ ラを噴出源 とし、約 24, 50

0万年前 (池 田ほか、1995)に 九州南部に広 く堆積 した巨大火砕流である。

この堆積物については、例 えば横 山 (1972)は 、姶良カルデ ラの中央 を中

心 として半径約 70 Kmの範囲がその分布域であ り、その分布の北方限界は人

吉盗地、北東方は宮崎市付近であるとした。その後、この分布域の外側の各地

にこの堆積物が分布す ることが明 らかにな り (例 えば、渡辺・横 山、1986)、

全体 としての分布域は、従来知 られていたものよ りもさらに 20kmも 遠方の

地域にまで及んでいることが指摘 された」 とある。

下記の図は、シラス全体の分布 を示 したものであ り、姶良カルデ ラの中心か

ら約 90km離 れた五木村平野ではシラスの厚 さが約 35mに も及んでいる。

また、姶良カルデ ラの中心か ら約 77km離 れた一 ッ頑川上流部の深瀬では厚

さ数 m以上のシラスが認 め られてい る。

-6-



Caldera

32°

“

一
，

Yatsushiro 13f

札
ｒ

．
イ

チ

一″～ Fr'

′
｀
と、

Ч
，

32°
■

‐

hrlshina
Volcano

嗜∵Ⅲl

γ

ヽ
ァ
、 →

i'ソ

帝 サ
0

半

ヽヽ
｀

…/ ■
' Paclac

Ocean
〈

サ ヨ

か a31ma
,

R
VOlcano

ヽ

47

0 10  20  30  40  50面
Volcano

3f
13ギ

31°

′
ｆ

　

「

４
，

Fig.4  Map showing the entire distribution of the lto ignirnbrite.

このように、姶良カルデ ラで 2万 4500万 年前に起きた巨大噴火の際には

90kmの 遠方まで火砕流が到達 していたのである。

当然、姶良カルデ ラか ら40km程 しか離れていない川内原発の敦地にも到

達 していた と考 えるのが常識的である。

したがって、火 山ガイ ドにおける設計対応不可能な火 山事象の到達可能性の
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評価 フローにのっとって判断を行 えば、現在川内原発が存在 している場所は立

地不適なのである。

第 3 九州電力が主張す る設計対応が不可能な火 山事象が原子力発電所運用期間中

に影響 を及ぼす可能性が十分小 さい といえる根拠は学者 により否定 されている

こと

被告国は、設計紺応が不可能な火 山事象が原子力発電所運用期間中に影響を

及ぼす可能性が十分小 さい といえることについては、必ず しもガイ ドの手順に

よつて証明せず とも、電力会社独 自の手法により証明 してもよい と主張す ると

考え られ る。

しか しなが ら、九州電力が主張す る設計紺応が不可能な火 山事象が原子力発

電所運用期間中に影響 を及ぼす可能性が十分小 さいことの根拠 については、誤

つたものであるとい う批判が火 山学者か ら相次いで出ている。

したがって、九州電力が主張す る原子力発電所運用期間中に設計対応が不可

能な火 山事象が原子力発電所運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小 さい と

はいえない とい う根拠は信用できるものではない。 これに関す る具体的な原告

の主張は、平成 26年 11月 6日 付原告準備書面 19頁か ら28頁、平成 27

年 9月 24日 付原告準備書面 2頁 か ら 13頁までで既に述べた とお りである。

第 4 「原子力発電所の火 山影響評価ガイ ドにおける『設計対応不可能な火 山事象

の評価』 に関す る基本的な考 え方」に対す る批判

1 「設計対応不可能な火 山事象の評価」に関す る基本的な考え方の概要

原子力規制委員会は、平成 30年 3月 7日 に原子力発電所の火 山影響評価ガ

イ ドにおける 「設計対応不可能な火 山事象 を伴 う火 山活動の評価」に関す る基

本的な考え方 について (以 下 「基本的考 え方」 とい う)文書を出 した (乙 口 9

5号証 )。
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「基本的考え方」は、更田豊志原子力規制委員会委員長の指示 (乙 口 98・

26買 )に よって作成 された、原子力規制庁名義の文書であ り、火 山ガイ ドを

改正す るものではな く、火 山ガイ ド改正を具体的に予定す るものでもない。

しか し、その内容は、巨大噴火の リスクが社会通念上容認 され る水準である

ことを考慮 し、過去に巨大噴火 を発生 させた火 山について、合理的な根拠 なく

「巨大噴火の可能性が十分に小 さい」 と判断できるとい うものであ り、火 山ガ

イ ドの立地評価の規定を事実上死文化 させ ることを狙 うものである。 これは、

広島高裁 2017年 (平成 29年)12月 13日 決定 (以 下 「広島高裁決定」

とい う。)(甲 A165)に おいて、火 山ガイ ドに したがえば四国電力の伊方

原発は立地不適であると指摘 され これが差 し止 められたことを踏まえ、同様の

司法判断がな され ることを牽制す る意図に よるものであることは明 らかであ

る。

この 「基本的考え方」は、原子力規制委員会 。規制庁が、大規模 な 自然災害

をも想定 して、原子力災害の発生の防止に最善かつ最大の努力を し、 もつて国

民の生命、健康、財産 を保護 し、環境 を保全す るとい う本来の責務 (原子炉等

規制法 1条、原子力規制委員会設置法 1条 )を放棄す ることを公言す るに等 し

いものであ り、また、国際的な原子力安全の水準か らも大きく逸脱す るもので

あつて、断 じて容認できない。御庁はこのよ うな文書に惑わされ ることな く、

真に独立 した立場か ら法 と良心に したがって適正な判断をされたい。

2 低頻度事象 を想定す ることは原子力規制の基本である

(1) 「基本的考え方」は、巨大噴火が低頻度の事象であって、これ を想定 し

た法規制や防災対策が原子力安全規制以外の分野においては行われていない

ことを根拠 とし、「巨大噴火 による リスクは、社会通念上容認 され る水準で

あると判断できる」 としている。

確かに、噴出物量数 1 0 km3程度 を超 えるよ うな巨大噴火 は 日本列島全体
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でも 6000年 に 1回程度の頻度で発生 してきたものであ り、一般的には低

頻度な事象 といえる。 しか し、「基本的考え方」 も認 めるよ うに、巨大噴火

は広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起 こすため、本件原発のよ うに、

その地理的領域内において過去に巨大噴火 を発生 させた火 山が幾つ も存在す

る原子力発電所 における リスク要因 としては、決 して無視できるほ ど低頻度

の事象ではない。

特に巨大噴火 による火砕流等の設計対応不可能な火 山事象が原子力発電所

に到達す る場合、重大事故等対策 も機能せず、原子炉及び使用済み核燃料プ

ールが破壊 され、長期にわたって大量の放射性物質が大気 中に放出され る結

果、 日本はおろか、世界中に放射性物質の付着 した火 山灰が拡散す る事態 と

な り、その被害は福島第一原発事故をはるかに上回るもの となることが想定

され る。殊に過去に破局的噴火 を起 こしたカルデ ラが 5つ も存在 している南

九州地域 に立地 している本件原発においては、巨大噴火の リスクは到底看過

できない。「被害が大 きければ大 きい事象であるほ ど、た とえ低頻度であっ

て も考慮す る」 とい う反比例原則 は、 リスク管理の基本であ り、「基本的考

え方」はこの基本的な原則 に反す るものである。

原子力規制委員会 。規制庁は、原子力発電所の安全確保 に関す る高度な科

学的、専門技術的な知見を有す る機 関であることを自称す るな らば、「社会

通念」のよ うな曖味で非科学的な概念に頼 ることな く、巨大噴火の発生可能

性 とこれによる原子力災害の被害規模 を定量化 し、科学的根拠をもつてその

リスクが許容できるほ ど小 さいことを示すべきである。

原子力基本法 2条及び原子力規制委員会設置法 1条は、原子力規制委員会

が確 立 された国際的な基準 を踏 まえて安全確保 を図 るべ きことを定めてい

る。確立 された国際的な基準である国際原子力機 関 (IAEA)の 策定 した

原子力発電所の火 山ハザー ドについてのガイ ド (SSG-21)(甲 B14

0)に は、幾つかの加盟国では放射線影響の可能性のある事象の年間発生確
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率の上限値は 10 7が 用い られていること (2.7)、 サイ トの除外基準を

構成す る現象 として も年発生許容確率の 10 7は採用 して良い こと (5.

21)等 が記載 されている。また、英国な どの基準を参照 して も、低頻度 ゆ

えに考慮 しな くて よい とされ る包括的な種類 のハザー ドは 1千万年 に 1回

(1。 7/年 )未満 である。頻度や確率 を定量化す ることな く単に 「発生

の可能性は低頻度」 とい う定性的な評価でそのハザー ドを考慮外 とす るので

は、国際的な基準を踏まえているとはいえない。

(2) 「基本的考え方」は、原子力規制以外の分野において巨大噴火が想定 さ

れていないことを強調す るが、原子力発電所が有す る特異な潜在的危険性の

大きさか らすれば、他の法規制や防災対策で想定 されていないことは規制 し

ない理 由にな らない。実際、原子力規制委員会はこれまで、他 にこれ を想定

した法規制等が見当た らない、後期更新世以降の活動 を否定できない断層等

や、その確率が 1000万 年に 1回 以上の航空機落下による火災等 をも想定

した法規制を実施 してきている (設置許可基準規則解釈 (別記 1)3条 3項、

原子力発電所の外部火砕影響評価ガイ ド附属書 C「原子力発電所の敷地内ヘ

の航空機 墜落に よる火災の評価 について」)。 他 の事象 については極 めて低

頻度であっても考慮 しているにもかかわ らず、火 山の噴火についてはこれ ら

よ りも相 当頻度 の高い ものまで社会通念上容認す るとい うのは不整合であ

る。

前記原子力規制委員会の会議において、更 田豊志委員長は、噴火 について

は地震のよ うに低頻度の事象まで考慮 しない理 由として、地震は記録が多い

が巨大噴火については記録 がないことを挙げた (乙 口 99・ 22頁 )が、ま

つた く根拠のない言い分である。巨大噴火は、火砕流や火 山灰の地質学的調

査か ら、いつ、 どこで、 どの程度のイベ ン トが起 こつたのか、後期更新世以

降であれば相 当程度特定す ることができてい る (甲 B231・ 181頁 、
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書籍 「富士山大噴火 と阿蘇 山大爆発」)。

3 現在の火山学では「巨大噴火の可能性が十分小さい」という判断は不可能

(1) 「基本的考え方」 (1.)に は、「過去に巨大噴火が発生 した火山につい

ては、『 巨大噴火の可能性評価』を行つた上で、『 巨大噴火以外の火山活動

の評価』 を行 う」 とあるが、火 山ガイ ドには、過去に巨大噴火が発生 した火

山や巨大噴火の可能性評価 についての特別の規定は存在 しない。

火 山ガイ ドに規定 されているのは、調査結果か ら原発運用期間中における

活動可能性が十分小 さい と判断できない火 山については、噴火規模 の推定を

し、これが推定できない場合は、当該火 山の過去最大の噴火 を前提 として設

計射応不可能 な火 山事象 の到達可能性 の評価 を行 うとい うこ とだ けである

(4。 1(3))。 「基本的考 え方」には、検討対象火 山の最後の巨大噴火以

降の期間のみを前提 とした 「過去最大の噴火規模」を用いることが記載 され

ているが、これは巨大噴火のみを特段の合理的根拠な く立地評価の通常のフ

ローか ら除外す ることを意味す る。つま り、火 山ガイ ドで定めた審査基準を、

合理的な根拠 を示す ことな く、また何 らの手続 きを経 ることもな く、大幅に

緩和 した審査 を正当化 しよ うとい うことである。

(2) また 「基本的考 え方」 (2.)では、「火 山の現在の活動状況は巨大噴火

が差 し迫 った状態にあるか どうか、及び運用期間中に巨大噴火が発生す ると

い う科学的に合理性 のある具体的な根拠があるか どうかを確認す る」 と記載

されているが、 これ も火 山ガイ ドを無視 した審査の正当化 を狙 つた ものであ

る。

現在 の火 山学の知見では、検討対象火 山において巨大噴火が差 し迫つた状

態にあると判断す ることは困難であ り、運用期間中に巨大噴火が発生す ると

い う科学的に合理静のある具体的な根拠があると示す ことは不可能である。
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また、原子力事業者が 自ら、検討対象火 山について 「巨大噴火 が差 し迫 つ

た状態にある」、「運用期間中に巨大噴火が発生す るとい う科学的に合理的

な根拠がある」 とい う評価材料 を原子力規制委員会に示す ことは、そもそ も

あ り得ない。 したがって、検討対象火 山は、いかに過去に巨大噴火 を繰 り返

しているもので も、必然的に、「巨大噴火が差 し迫つた状態にあるとは確認

できない」「運用期間中に巨大噴火が発生す るとい う科学的に合理的な根拠

があるとは確認できない」 とい う評価に しかな らず、 リスクは無視できるほ

ど小 さい とい う結論に しかならない。

火 山ガイ ドには、「設計対応不可能な火 山事象が原子力発電所に到達す る

可能性 が十分小 さい と評価 できない場合 は、原子力発電所の立地は不適」

(1.1、 4。 1(3))と 規定 されてい る。 これは文言上、原発運用期間

中において設計対応不可能な火 山事象 を原子力発電所に到達 させ るよ うな巨

大噴火の可能性が十分小 さい とい うことの証明責任 を、原子力事業者 に課す

ものである。すなわち、可能性が 「大きい」 とも 「小 さい」 とも判断できな

い場合、立地不適 とす るのが火 山ガイ ドである。「十分小 さい」 とい う曖日未

で緩やかな審査 を許容す るかのよ うな基準に合理性はないが、 リスクが小 さ

い ことの証明責任 を事業者 に課す とい う点では妥当なものである。

「基本的考 え方」は、火 山ガイ ドにお けるこの妥当な部分 を、完全に無効

化 させ ることを意図 した ものである。「基本的考 え方」は、火 山事象に係 る

立地評価 についての審査が外形 を取 り繕 うものに過 ぎず、真に立地不適 とす

るつ もりはない とい うことを、恥 も外間 もな く公言す るもの となっている。

(3) 「基本的考え方」は、「現在の火山学の知見に照らした火山学的調査を

十分に行つた」上で、① 「火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫つた状

態ではない」ことを確認 し、② 「運用期間中に巨大噴火が発生するという科

学的に合理的性のある具体的な根拠があるとはいえない」場合には、少なく
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とも連用期間中の「巨大噴火の可能性が十分に小 さい」と判断できるとい う、

火 山ガイ ドにはまつた くない判断枠組みを示 している。

しか し、 ① 20世紀以降最大の噴火である 1991年 フィ リピン・ ピナツ

ボ火 山の噴火の際には、これに先立って米国地質研究所か ら派遣 された調査

チームが地元の研究機 関 と連携 して火 山監視 に当たつていた ものの、大噴火

に至 ることの判断は噴火の約 1週 間か ら数 日前までできなかった (甲 Bl

3・ 22頁、甲 B232・ 34頁 )。 この事例か らす ると、巨大噴火は 1週

間以内には差 し迫つていない とい う判断な らばできるかもしれないが、その

ような判断は、数十年単位 となる本件原発運用期間中における巨大噴火の可

能性評価 には、ほとん ど意味をな さない。

また、② 「運用期間中に巨大噴火が発生す るとい う科学的に合理性のある

具体的な根拠があるとはいえない場合」 とい う要件は、不合理 を通 り越 して

ナンセ ンス とい うほかない。現状での原子力発電所の立地で承認 を得たい事

業者が、 自らその障害 となるよ うな具体的根拠 を示す ことは全 く期待できな

い。また、現在 の火 山学は巨大噴火の長期予測についての知見が乏 しく、 ど

のよ うな場合に 「運用期間中に巨大噴火が発生す るとい う科学的に合理的な

具体的根拠がある」 といえる場合に当たるとい うのか、その判断基準を示す

ことができない。 したがつて、常に 「運用期間中に巨大噴火が発生す るとい

う科学的に合理的な根拠があるとはいえない場合」に当たるとい う審査結果

に しかな らない。原子力規制委員会の会議で伴信彦委員か ら、「どうい う状

態になっていれば差 し迫 った危険が存在す ると評価す るのか。つま り、 どう

い う状況であれば、黒ない しそれに準ず るもの と判断 され るのか といったも

のは具体的に示 されていない。」 (乙 口 99号 証 20頁 )、
「敷地内の断層 の

評価であれば、特に活断層の上に施設が建たないことを求めるために、事業

者 としては、それが活断層ではないことを証明す るべ く徹底的に情報を集 め

るわけですね。つま り、 自であることを証明 しなさい とい うことを言ってい
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る。それに対して、巨大噴火の可能性に関しては、黒であることを示唆する

ようなデータがない限りは可能性が低いと判断しようというように見える」

(同 20、 21頁 )等 となされた指摘は正当である。②は完全に無意味な要

件である。

(4)広 島高裁決定で も東京大学名誉教授 の藤井敏嗣氏の見解 (甲 B233)

を引用す る形で認定 されているとお り、現在の火 山学の知見では、検討対象

火 山において運用期間中に 「巨大噴火の可能性が十分小 さい」 とい う判断は

不可能である。前記①、② によつてこれ を判断す るとい う「基本的考え方」

には何の科学的合理性 もない。

広島高裁決定では、現在 の火 山学の水準について正 しい認識 を持てば、火

山ガイ ドに したが うと、過去に設計対応不可能な火 山事象が到達 した可能性

がある原子力発電所は、運用期間中における到達可能性が十分小 さい とは評

価できないため、立地不適 となるとして伊方原発の稼働が差 し止め られた。

原子力規制委員会・規制庁は、以後 このよ うな判決 。決定がなされないよう、

「基本的考え方」を作成 したことは明 らかである。事業者が相手方の原発裁

判は無関心であるよ うに装いなが ら、事業者が裁判で利す るための文書を平

気で作成 。公表 しているのである。原子力規制委員会・規制庁の実態は、事

業者 の 「虜」に成 り下がつてその職責を著 しく怠ってきた旧保安院 。原子力

安全委員会の時代か ら、まつた く変わっていない。

4 VE16ク ラスの噴火の リスクも容認 し得 るとい う暴論

「基本的考え方」に示 されている社会通念論は、宮崎支部決定や広島高裁決定

を参照 したものであることは明 らかである。

だが、宮崎支部決定や広島高裁決定が述べ る社会通念は、噴出物量が 100

km3を 超 えるVE17以 上の破局的噴火 についてのものであ り、それ未満の噴
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火によるリスクが社会通念上容認できるとは述べていない。 VE17以 上の噴

火の リスクが社会通念上容認できるとい う評価についても、前記第 2で述べた

とお り、原子力安全の常識や国際的な基準を踏まえない不合理なものであるが、

「基本的考え方」はこれ らの判断をさらに推 し進 め、噴出物量が数 1 0 km3を

超 えるようなVE16の 噴火の一部についても、その リスクは社会通念上容認

され ると述べている。

だが、広島高裁決定は、VE16の 噴火 について、立地評価ではな く影響評

価に関す る部分ではあるものの、これを考慮 しないことを差止 めの根拠 として

いる。 VE16も 含めて噴火による原子力災害の リスクは社会通念上容認 され

るとしている 「基本的考え方」は、いつそ う不合理で、許容できない ものであ

る。

5 「基本的考え方」を正す ことを求める

前記原子力規制委員会の会議では、石渡明委員か ら、「基本的考 え方」は従

来行われてきた規制の考 え方を示す ものに過 ぎないことが述べ られている (乙

口 99・ 19頁 )。 だが、川 内原発適合性審査 において も、「基本的考 え方」

が発表 され る前の本件 における被告国の主張においても、巨大噴火による リス

クは社会通念上容認されるとは述べ られておらず、また、① 「火山の現在の活

動状況は巨大噴火が差 し迫つた状態ではない」ことを確認 し、② 「運用期間中

に巨大噴火が発生するという科学的に合理的性のある具体的な根拠があるとは

いえない」場合には、少なくとも運用期間中の「巨大噴火の可能性が十分に小

さい」と判断できるという、火山ガイ ドにはまつたくない規範も示されていな

かった。「基本的考え方」は広島高裁決定を受けて作成された裁判対策文書で

あることは明らかである。

「基本的考え方」は、巨大噴火による原子力災害のリスクは無視すると、原

子力規制庁において宣言するものである。確かに、現在の火山学の知見では、
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今後数十年以内に検討対象火 山において巨大噴火が発生す る可能性 を評価す る

ことはできない。 しか し、この火 山国である 日本では、いつか必ず巨大噴火は

起 こる。少な くとも後期更新世以降に巨大噴火の火砕流が 2度 も到達 している

本件原発 には、その リスクがあることが明 らかである。

福島第一原子力発電所の事故は、巨大津波について一般防災では想定 されて

いないことやその矢日見が不十分であることを言い訳に して、規制を先送 りに し

てきたことが原因である。今、巨大噴火が一般防災では想定 されていない こと

や知見が不十分であることを言い訳に してこれを規制 しないことは、福島第一

原発事故を引き起 こした反省 をまつた く踏まえていないことを意味す るが、改

正 された原子炉等規制法は、そのよ うな審査 を許容 し得ない。

確かに巨大噴火は、多 くの人命が失われ ることになる恐ろ しい現象である。

だが、巨大噴火だけであれば、少な くとも世界中に降る火 山灰 に放射性物質が

付着 し、世界規模の放射能汚染 を引き起 こす ことはない。一方、巨大噴火 の火

砕流で原子力発電所が破壊 され る複合災害 となれば、想像 を絶す る量の放射性

物質が世界中を覆い、半永久的に地球ガ呆―境 を汚染 し続 ける危険性がある。 この

よ うな事態を万が一にも起 こらない ようにす ることが、環境の保全を 目的の 1

つ とす る原子炉等規制法の趣 旨であ り、原子力規制委員会設置法の定める原子

力規制委員会の責務であったはずである。「後は野 となれ 山となれ」 といわん

ばか りの無責任 な規制 を、法は断 じて許容 していない。

「基本的考え方」のような文書に惑わ され ることなく、司法 として毅然 とし

た態度で判断すべきである。

以上
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